
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
十
三
号

令
和
八
年三

月
三
十
日

月　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則	

一

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
〇

○
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
〇

○
山
梨
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
〇

○
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

	

二
七

○
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
七

○
狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
七

○
山
梨
県
温
泉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
八

○
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	
二
八

○
山
梨
県
立
文
学
館
の
設
備
器
具
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

	
二
八

○
山
梨
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
八

○
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
九

○
山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
九

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
二

○
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
第
十
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
転
者
等
が
納
付
す
べ
き
金
額

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
三
〇

○
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る

等
の
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
三
〇

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
三
号

山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
や
ま
な
し
こ
ど
も
基
本
条
例
（
令
和
八
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
の
山
梨
県
こ
ど
も
支
援
委
員
会
の
組

織
及
び
運
営
並
び
に
条
例
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
侵
害
の
救
済
の
申
出
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
委
員
長
）

第
三
条
　
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

2　

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

3　

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

（
委
員
の
責
務
）

第
四
条
　
委
員
は
、
公
平
か
つ
適
切
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

委
員
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
権
利
侵
害
を
受
け
た
、
又
は
受
け
て
い
る
こ
ど
も

そ
の
他
の
調
査
審
議
の
対
象
と
な
る
者
の
人
権
に
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

委
員
は
、
そ
の
地
位
を
政
党
又
は
政
治
的
目
的
の
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

4　

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も

同
様
と
す
る
。

（
特
別
委
員
）

第
五
条
　
特
別
委
員
は
、
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
を
行
う
た
め
、
当
該
事
項
に
関
し
て
十
分

な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
任
命
す
る
。

2　

特
別
委
員
は
、
当
該
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

3　

前
条
の
規
定
は
、
特
別
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
会
議
）

第
六
条
　
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
し
、
委
員
長
が
議
長
と
な
る
。

2　

委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
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山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
三
号
　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

二
九

第
一
条
　
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
と
き
。
」
を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
山
梨
県
森
林
公
園
金
川
の
森

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
場
を
利
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
及
び

第
三
号
中
「
と
き
。
」
を
「
と
き
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
が
観
覧
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
常
設

の
展
示
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
「
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
が
観
覧
」
に
改
め

る
。

一　

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号
）
第

五
条
第
一
項
第
二
号

二　

山
梨
県
立
考
古
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五

号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号

三　

山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第

六
条
第
一
項
第
二
号

（
山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
の
者
」
の
下
に
「
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
「
（
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
常
設
の
展
示
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
号

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
税
外
収
入
の
督
促
及
び
滞
納
処
分
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
記
載
す
る
」
を
「
登
載
す

る
」
に
、
「
督
促
状
発
付
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
」
を
「
督
促
状
発
付
簿
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し

書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4　

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
山
梨
県
財
務
規
則
第
二
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
財
務
シ
ス
テ
ム
を

五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総

務
課
長
及
び
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
室
」
を
「
課
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
室
の
室
長
補
佐
」
を
「
課
の
課
長

補
佐
」
に
、
「
室
の
企
業
出
納
員
（
以
下
「
室
出
納
員
」
を
「
課
の
企
業
出
納
員
（
以
下
「
課
出
納

員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
室
出
納
員
は
、
室
」
を
「
課
出
納
員
は
、
課
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
、
課
長
」
を
「
、
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中

「
課
長
専
決
事
項
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
、
課
長
」
を
「
、
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
室
」
を
「
課
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
及
び
第
三
十
四
条
中
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
、
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
改

め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
、
室
」
を
「
、
課
」
に
、
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
た
だ
し
書
及
び
第
六
十
七
条
中
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
物
品
の
保
管
転
換
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
室
」
を
「
課
」
に
改
め

る
。第

八
十
五
条
中
「
室
出
納
員
」
を
「
課
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
固
定
資
産
の
保
管
転
換
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
室
」
を
「
課
」
に

改
め
る
。

第
百
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
五
条
及
び
第
百
二
十
条
第
一
項
中
「
課
長
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土

整
備
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
五
条
中
「
室
長
」
を
「
課
長
」
に
、
「
課
長
」
を
「
県
土
整
備
部
県
土
整
備
総
務
課
長
」

に
改
め
る
。

第
四
十
一
号
様
式
中
「室　

　
長

」
を
「課　
　
長

」
に
、
「室

長
補
佐

」
を
「課

長
補
佐

」
に
改

め
る
。

第
五
十
号
様
式
中
「室

長

（所
長

）
」
を
「課

長

（所
長

）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

00326968
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